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○ 取扱い 

 原則として、「B 型肝炎」が確定していなければ HBV 核酸定量検査の

算定は認められない。 

 ただし「HBV 感染の既往」に対する免疫抑制剤や化学療法の投与の際

又は投与後の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 HBV 核酸定量は HBV-DNA 量を反映するため B 型肝炎の病態把握や

治療方針の決定等に有用な検査であり、B 型肝炎の診断を目的とした算定

は認められないと整理した。 

 ただし、B 型肝炎ウイルス既感染者に対しては、免疫抑制剤の投与や化

学療法の投与に伴って HBV 核酸が再活性化することが懸念されるため、

HBV 感染の既往に対する HBV 核酸定量は認められるが、その場合は検

査を必要とした理由の明記が必要と考える。 

 


